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午後１時03分開会 

○森戸座長 こんにちは。お疲れさまです。議会

基本条例策定代表者会議を開会いたします。 

 前回４月10日に続き、１か月ぶりでありますが、

更に各会派の意見集約を詰めていきたいと思って

おります。 

 前回の４月10日付けで皆さんにお渡しをしてい

る各会派意見集約の用紙があると思いますが、こ

れはご覧いただいていると思いますので、この

No.26のところから議論を進めていきたいと思っ

ています。よろしいですか。 

 No.26は、市長と議会の関係、前の４月10日で

すね。３月27日の代表者会議ではおおむね一致を

しています。持ち帰って検討をしていただくとい

うことになっております。ほとんどの会派が賛成

であるというご意見を頂いておりますが、改革連

合、それから小金井をおもしろくする会は三角で

一定の意見が述べられておりますので、ご意見を

頂ければと思います。 

○五十嵐議員 私の方は、文言の整理みたいなも

のですので、内容的には特に異論があるわけであ

りませんので、作業部会で整理してもいいかなと

思いますが、そういう感じで受け取っていただけ

ればと思います。 

○白井議員 私の方も大枠はいいと思っているん

ですが、最後の言い回しの部分だけ、すごく気に

なったので問題提起をさせていただいてご意見を

頂ければなと思っています。意図としましては、

これは語尾が「緊張感ある関係を保持するものと

する」という終わり方になっているんですが、
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「緊張感ある関係の構築に努めるものとする」に

変更してはどうかという提案であります。これは

何でかというと、そもそもどういう状態が緊張感

ある関係であるかというのが、答えが今のところ

明確ではないというか、今の状態が本当に緊張感

を保っている関係として、もう完璧なのかどうか

という点を考えると、そういった関係を作ってい

くことに努め続けるという、そういった不断の決

意みたいなものを表すために、こういった表現に

してはどうかという意図でございますので、皆さ

んのご意見を頂ければと思います。 

○森戸座長 ありがとうございます。五十嵐議員

は、分科会でもいいというお話だったんですが、

若干これ、「相互に独立した、対等で緊張感あ

る」というふうになると、「対等で」が「緊張

感」に係っていくのではないかというような意見

もあって、このままでも大丈夫なのかなというこ

とがあります。その辺り、ちょっと次長の方でお

願いします。 

○飯田議会事務局次長 こちらの改革連合のご意

見ですが、「独立した」で切りますと、「対等で

緊張感ある関係」というのが、「対等で」という

のが「緊張感ある」というふうに、そちらの方に

ついてくる、一体となってくるかと思います。

「独立・対等で緊張感ある関係」というのは、議

会と市長が互いに独立していて対等である関係で、

かつ緊張感ある関係ということになるかと思いま

す。 

 それで、こちらの「対等」という言葉が「独

立」に付けた方がいいのか、あるいは「緊張感あ

る関係」に付けた方がいいのかということで、こ

ちらはご議論いただければと思います。 

○森戸座長 ということですね。それから、「緊

張感ある関係の構築」、この「構築」というのは、

これから作り上げるというか、築くということに

なって、では、今まではないのかということにも

なるんじゃないかということかなというので、で

きれば「独立・対等で緊張感ある関係を」という

ふうにしたらどうかというのは、正副座長で話し

合ったことですが、皆さんの方で何かあればと思

いますが、いかがでしょうか。 

○五十嵐議員 今、議会事務局次長から説明いた

だいたんですが、もうちょっと読みこなさないと、

私も分からないんですけど、ただ、何でも「・」

でまとめてしまうというのは、ちょっとどうなの

かなという、この文章の、しかも途中の「・」と

いう使い方がちょっと気になったものですから、

こういう指摘をさせていただいたので、今すぐど

うというふうに分かりませんけど、そういう意味

でもうちょっと文章的にしたらどうかなという意

図で言わせていただいていますので。ちょっと考

えさせていただきたいと思います。 

○飯田議会事務局次長 そうしましたら、今、ち

ょっと思いついたんですが、「独立かつ対等で」

とかいうような形でいくと、文章でつなげるとか、

そういう工夫はできるのかなと思います。 

○森戸座長 文章で、「独立かつ」。 

○五十嵐議員 それならそれでいいかなと思いま

す。 

○森戸座長 そうしたら、これ、「独立かつ対等

で」というふうにするということでよろしいです

か。では、確認をさせていただきます。 

 あと、白井議員の「緊張ある関係の構築」につ

いてなんですが、これはいかがでしょうか。「構

築に努める」、「緊張感ある関係を」というのは、

構築していくものなのかどうかなんですが。 

○五十嵐議員 先ほど、座長の方から説明があっ

たように、「構築」というと、今がないようなイ

メージもとられますので、私は「保持」という言

い方でいいのではないかと思いますが。それで、

基準がどこなのかとかいうことよりも、一つの精

神を表す言葉なので、私はこのままの原文でいい

のではないかというふうに思いますけど。 

○森戸座長 いかがですか。ご返事がないですが。 
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○片山議員 「努めるものとする」よりも、やは

り「保持する」ということの方が強い言い方かな

とも思いますので、こういう関係にするという意

思の表れかと思っていますので、原文のままでよ

ろしいかと思います。 

○森戸座長 白井議員、いかがですか。よろしい

ですか。 

 それでは、せっかくご提案をいただきまして、

ただ、その提案されたことで、また意味がより一

層深められるということもありますので、くじけ

ずに是非。何かちょっと申し訳ないです、本当。

深められるいいきっかけになりますので、是非よ

ろしくお願いいたします。 

 では、現状でいくということでいきます。最終

的には「議会は、二元代表制の下、市長その他の

執行機関と相互に独立かつ対等で緊張感ある関係

を保持するものとする」ということでよろしいで

しょうか。 

 それでは、これは確定をいたしましたので、作

業部会、よろしくお願いをいたします。 

 次に行きます。No.27、第10条第２項でありま

す。これはほとんど皆さんから丸ということでご

同意をいただいております。公明党からは地方自

治法第147条と第148条を否定するものではないと

の認識のもと、賛成をするというご意見を頂いて

います。生活者ネットは「監視・評価するものと

し」を「監視・評価し」にしたらどうか、文言の

整理ですね。この辺り、「・」が出てくるとさっ

きとの整合性で、また「かつ」みたいにしなけれ

ばいけないんですかね。「監視かつ評価し」みた

いに。ちょっとそこはご議論いただければと思い

ます。 

 小金井をおもしろくする会からは、「必要に応

じて」という言葉が連続して使われることは避け

たいと思いますというご意見を頂いています。こ

の「必要に応じて」は確かにご指摘があるように、

その次のNo.28、それからNo.29に「必要に応じ

て」というのがあります。あとNo.31ですね。こ

こは正副座長で話し合ったんですが、後のNo.28

以降の「必要に応じて」は要らないではないかと。

「することができる」となっているので、ご指摘

のとおり、これは削除しても良いのではないかと

いうことを話し合っています。（「29まで」と呼

ぶ者あり）そうですね、28、29、31ですね。ただ

し、この27については、「必要と認める場合に

は」、「求めるものとする」という形で、これは

行きたいというふうに思っています。 

 それと、この文章の中で「政策提案・政策提

言」とあるんですが、政策提案と政策提言とどう

違うのかということになるので、これは「政策立

案」ですね。立てる方ですね。それと「政策提言

等々を通して必要な措置を講じる」というふうに

してはどうかということであります。 

 生活者ネットから出ている「監視・評価」とい

うことでいうと、もともと地方自治法第98条など

があるということもありますので、ここについて

は、あるということを言っていった方がいいとい

うことかな。議会事務局次長、ここをちょっと説

明してもらった方がいいですね。 

○飯田議会事務局次長 今、座長の方からご紹介

がありましたように、もともと地方自治法第98条

第１項、第２項の方で、検査権あるいは監査請求

権というものがございます。そういったものがあ

るので、まずその機能を活かすと。それで活かし

た上で必要に応じて政策立案、政策提言が必要な

場合はそういう措置を講ずるように求めるものと

するという形で、二段立てになっている作りがも

ともとの原案でございます。 

 生活者ネットの言い方に直しますと、後段の方

がより強調されるような言い方になるのかなとい

うふうには思います。 

○森戸座長 「監視・評価し」の方に、「評価

し」に力が入るということですかね。後段という

と。 



－ 4 － 

○飯田議会事務局次長 すみません、後段といい

ますと、「適切な措置を講ずるよう求めるものと

する」の方が主眼が置かれるものというふうに考

えます。 

○森戸座長 そうか、文章上ね。「監視・評価

し」となると、「適切な措置を講ずるよう求める

ものとする」に力が入れられた文章になると。

「するものとし」というと、両方対等になるとい

うことですよね。文章の見方として、そういうふ

うになるようです。 

 これはどうでしょうか。 

○林議員 すみません、そこまで厳密に文章を精

査したわけではなく、「するものとし」と、最後

が「求めるものとする」ということで、繰り返し

になるので、少し整理をした方がいいのではない

かという観点での提案ですので、力点が変わると

いうことであれば、もとのままで結構です。 

○森戸座長 そうですか。それでは、もとのまま

で良いということですので、これで行きたいと思

います。 

 あと、白井議員、先ほど説明したとおりでどう

でしょうか。 

○白井議員 正副座長案で整理いただいて、この

案で結構だと思います。 

○森戸座長 ありがとうございます。では、

No.27、確定をさせていただきたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、確定をさせていただきます。 

 次に、No.28、第３項の「議会は、議案等の審

議に当たって、必要に応じて、市長等に資料の提

出や情報の提供を求めることができる」という文

章であります。これについては、正副座長案の新

旧対照表を見ていただくとお分かりと思いますが、

先ほど申し上げた「必要に応じて」というのは削

除をした形で提案をさせていただいています。共

産党からも、削除をした方がいいというご意見を

頂いています。それから、先ほど言った小金井を

おもしろくする会からもそういうご意見を頂いて

おります。これは削除をしたいということです。 

 それから、公明党からご意見を頂いておりまし

て、ちょっとこれは説明をしていただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

○宮下議員 すみません、ここは正副座長案でも

出しているので、この「必要に応じて」という部

分をとるというところは、これはこれでいいかな

というふうに思っております。資料の提出と情報

の提供というようなところが、意味がダブってい

るのではないかなというふうな印象を受けたので、

これはこれでちょっと書かせていただいたんです

けれども、皆さんの方で特に異論がなければ、そ

こまで徹底してこだわるというふうなところまで

はないんですけれども、ちょっとこの辺はどうか

なというふうに思っていますので、諮っていただ

けたらと思います。 

○森戸座長 同じような場所について、生活者ネ

ットからもご意見を頂いていまして、ここをちょ

っとご意見を林議員の方から述べていただければ

と思います。 

○林議員 もともとのたたき台の方に戻るような

形になってしまうのかなと思うんですが、やはり

議案の審査をするに当たって、どの議員に対して

も必要十分な資料や情報の提供をまずしてもらう

ということが大前提としてあるかなというふうに

考えています。今、このNo.28の条文になると、

そこの部分がちょっと薄まってしまうかなと思い

ましたので、たたき台の条文を復活するというよ

うな形で整理をしました。 

○森戸座長 そういうご意見でありまして、「市

長等に資料の提出や情報の提供を求める」という

意味がダブっているのではないかというご意見と、

そういう意味で分かりづらいということから、生

活者ネットからは、「市長が全ての議員に対等平

等に情報を提供するもののほか、必要に応じて資



－ 5 － 

料の提出や情報の提供を求めることができる」と

いうふうにということですよね。 

○白井議員 ここに関しては、必要に応じてをと

るということと、合わせて必要に応じての意味を

鑑みまして、言葉を置き換えた文言にしてはどう

かという提案を、一応させていただいています。

読むと、「市長等に、様々な角度から議論を尽く

す為の資料の提出や情報の提供を求めることがで

きる」、これに変更してはどうかということであ

りますが、これに関しては、公明党でおっしゃら

れている質量ともに十分な情報と検討する時間の

確保ということの意味もそうですし、生活者ネッ

トのおっしゃっている、十分に調査ができるよう

に、そういう資料の提出とか情報の提供を求める

という、そういった意味が含まれていますので、

これも合わせて、もし皆さんからご意見が頂けれ

ばと思います。 

○森戸座長 失礼いたしました。白井議員のご意

見を。今、ちょっと幾つかご意見を頂いています

けれども、いかがでしょうか。 

 資料の提出と情報の提供は意味がダブっている

という公明党の指摘があるんですが、若干違うの

かなと思うんですけど。情報公開条例からいうと、

情報の提供というのは常に情報を提供していただ

くものだと思うし、資料の提出というのは、例え

ば本会議や委員会などで議会として資料を要求す

るという意味があるのではないかと思っていて、

ただ、そこが市民が見ても分かりづらいとしたら、

いろいろと工夫は必要かなと思いますが、逐条解

説でそういうことを明らかにしておくということ

も含めてあるかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○片山議員 情報公開条例には、それは規定され

ていなかったでしょうか。 

○森戸座長 そうですね、規定されているよね、

確か。その辺りどうですか。情報公開条例に情報

の提供と……（「議会に対してですか」と呼ぶ者

あり）ではなくて、市民に対しても。情報の提供

に努めなければならないというのが原則的に情報

公開条例でうたわれているはずですね。資料の提

出というのは。 

○飯田議会事務局次長 情報といいましたのは、

必ずしも紙面になっていない場合も含まれるかと

思うんですね。広辞苑を引かせていただきました

ところ、ある事柄についての知らせ、判断を下し

たり行動を起こしたりするために必要な数々の媒

体を介しての知識というような形でございます。 

 それで、情報公開条例の方では、もちろんその

情報が資料としてなっているものもありますけれ

ども、資料と情報というのは若干意味合いが違っ

てくるのかなというふうには思います。 

○森戸座長 では、その辺りはダブるものではな

いということを明確にして、逐条解説でうたうと

いうことかなと思いますが、その点、公明党、い

かがでしょうか。 

○宮下議員 ちょっといいですか。徹底してこだ

わる部分ではないので、ただ、読んでいてちょっ

とすっきり来なかったものですから。例えば、資

料の提供など情報の提供を求めることができると

か、そこまでやらなくてもいいか。そうですね、

逐条等、作業部会の方で、またちょっといろいろ

と議論してもいいなと思いますので。 

○森戸座長 そうですね。では、そこはいいとい

うことですね。あと、生活者ネットと小金井をお

もしろくする会から、ちょっと言い回しを変えて、

「十分に調査ができるよう」という言葉が入って、

「市長がすべての議員に対等平等に情報を提供す

るもののほか、必要に応じて資料の提出や情報の

提供を求める」、ちょっと何か同じ言葉が２回入

るんですよね。ここは整理する必要があるかなと

いうことと、白井議員の方は「市長等に、様々な

角度から議論を尽くす為の資料の提出」という言

い方ですね。このあたりについてご意見があれば

と思いますが。 
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○斎藤議員 議会基本条例ということで、市長が

何かをするという文言というのはふさわしいのか

どうかですよね。議会から市長に対して何かを求

めるという形で、それを生活者ネットの形でいえ

ば情報提供という形で、こちらから請求するので

はなくて、自ら市長から出せという意味合いが、

ここに私はこもっているというふうに思っていま

して、この文でいいのではないかなと思うんです

ね。 

 小金井をおもしろくする会の、確かに「議論を

尽くす為の資料の提出」、議論を尽くすための、

確かにそれはそうなんですけれども、その言葉を

入れるとなると、全てのことにいろいろなことを

入れていかなければいけなくなるので、私は条例

の文章としてはこの程度でいいのではないかなと

いうふうに思っています。 

○森戸座長 そういうご意見を頂きましたが、い

かがでしょうか。そうですね、このままで、

「様々な角度から議論を尽くす為」と言われると、

全部入れなければいけないということですね。も

しできましたら、この「必要に応じて」をとると

いうことで、「議会は、議案等の審議に当たって、

市長等に資料の提出や情報の提供を求めることが

できる」というふうにしたらどうでしょう、正副

座長案は。いいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、ご異議なしということで、こ

れは確定させていただきます。 

 続きまして、No.29です。これは、「議会は、

市長等が提案する重要な計画、政策、施策等につ

いて、必要に応じて、その形成過程の説明を求め

ることができる」ということで、これは正副座長

案を見ていただいても分かると思うんですが、

「必要に応じて」ということを除きました。 

 公明党からは、文末が「求めることができる」

ということを確認した上で賛成するということで

すので、こういうことであります。あと、民主党

は原案了承ということで、ほとんど全会派が原案

で了解するということなんですが、若干ご意見が

あるところもありますので、生活者ネットからち

ょっと述べていただければと思います。意思決定

以前にも、説明を求めることができると。 

○林議員 私のこれまでの議会での経験で、形成

過程というよりも決定事項を説明するという場面

に遭遇することが多かったように思いますので、

それ以前、だから、もう決まったことだよという

前にも説明を求めることができるというところは、

やはり確認をしたいなというふうに思います。条

文の中に入れられない、入れることがふさわしく

ないということであれば、逐条解説なり、こうい

った場での確認でもいいんですけれども、それは

できるということでよろしいんでしょうか。 

○森戸座長 意思決定以前にも説明を求めること

ができるということでいいかどうか。形成過程の

説明を求めることができるというのは、意思決定

前にそういうことができるよということだと思う

ので、これは私はそういう意味でとっているんで

すが。決定前に説明を求めたいと。どうでしょう

か、皆さんの方で。 

○五十嵐議員 私の方からは、形成過程の説明を

求めることができるのは了とするが、形成過程と

なると、十分な説明が得られるかまでは問わない

というふうに書かせていただいたんですが、形成

過程の説明を求めるというのが、ちょっとどこま

でなのかというのがよくこの条文で分からなかっ

たので、一応、こういう意見を述べさせていただ

いたんですが、求めることはできる、まだ決定さ

れていないけど説明してくださいということはで

きるんだろうと思うんですけど、では、どこまで

説明できるかということになると、ちょっとこれ

は難しいかなと。 

 それで、例えば、まだ決まっていないけれども、

次の定例会に何かを提案する予定になっているみ

たいな、まだ形成過程なのではないかと思うんで
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すけど、それをその前に審査というか、公のとこ

ろでいろいろ質疑をすることが、例えば事前審査

みたいに当たってくるような情景もあるかもしれ

ないとか思う、そんなことを考えますと、具体的

には求めることはできても、得られるかどうかと

いうことはちょっとケース・バイ・ケースで分か

らないのではないかと、そういう思いがあって、

そこは了解の上でこの条文ができるなら、それは

それでいいんじゃないかということで丸を付けさ

せていただいたということなんですね。 

○森戸座長 すみません、私、ちょっと勘違いを

していて、これは形成過程の説明を求めることが

できるということは、その一つの重要な計画が、

誰が発案をされているのかとか、それからどうい

う過程で出てきたのか。法律や東京都の方針とか、

そういうものを含めて明らかにし、なおかつ将来

的にどのぐらいの費用がかかって、どういう財政

負担になるのかということを含めた全体的な形成

過程のものを説明してほしいという意味から出て

きているものだということだと思うんです。だか

ら、意思決定後ですね。意思決定前ではないとい

うことですね。ということなんです。だから、意

思決定前のものもこれで説明をしてもらえるかと

いうと、なかなかそれは難しい。 

 一般的にいえば情報公開で開示請求をして意思

形成過程情報を手に入れるということはできるこ

とになっているんですけど、この議会基本条例は、

そこまでは求めていない。それは情報公開条例が

あるので、そこで活用してもらうということで、

ここはあくまでも市長が議会に提案するいろいろ

な施策について、発生源やそういうものを求めて

いくという中身なんですね。すみません、ちょっ

と私が勘違いしていました。 

 それは、例えば栗山町議会などの議会基本条例

にも７項目にわたってうたわれているんですね。

政策等の発生源、検討した他の政策案等の内容、

他の自治体の類似する政策との比較検討、総合計

画における根拠、または位置付け、関係ある法令

及び条例、政策等の実施に関わる財源措置、将来

にわたる政策等のコスト計算、ここまでを明らか

にしてこそ議会の議論がより深まり、論点が明確

になるということで、これを栗山町議会はうたっ

ているわけです。他でもこれをうたっているとこ

ろがあるんですね。流山市議会もうたっています、

具体的に。ただ、ここは小金井市議会では改選前

では一致しなかったというのがあって、こういう

条文に置き換えているということでありますので、

そういうふうにご理解いただければと思います。 

○林議員 そうすると、意思決定以前に説明を求

めたいということを考えた場合には、これとは別

の条文を立てなければいけないということになる

ということですか。 

○森戸座長 そうですね。 

○林議員 分かりました。 

○森戸座長 流山市議会は、この条文の中に、議

会審議における論点情報を整理し、その政策等の

水準を高めるため説明を求めるものとするという

ふうになっているんですね。だから、何のために

この意思形成過程の情報を私たちが求めるのかと

いう目的は、もうちょっとはっきりさせておいた

方がいいかなとは思いますけど。 

 この辺りはどうでしょう。 

○五十嵐議員 流山市議会の第14条ですか、こん

なふうに逆に具体的に書いていると、意図が分か

るというか、意味が分かるんですけど、何か条文

だけ読んでいると、ちょっと私の方で意見を言わ

せていただいたみたいないろいろなことが想定さ

れて、つかみにくい条文かなという印象をちょっ

と持つんですが。それが逐条解説等でカバーでき

るのであれば、それはそれでいいかなという思い

もしますけれども、ちょっと条文だけだと誤解と

いうのもあるかなというふうに感想を持ちます。 

○森戸座長 その辺り、どうでしょうか。重要な

計画、政策、施策というふうになると、どこまで、
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では部局は出すのかということが議論になったん

ですね。本来なら、全ての提案されるものは出す

べきだし、そのことで一々これはどこの条文にあ

るのかとか、他市との比較はどうなのかとかと質

問しなくても、それは私たちが先に情報で得てい

れば、そうしたらそれに基づいて論点は更に高ま

った議論ができるんじゃないかということだと思

うんです。だから、そういう意味では全てのもの

について市長側はきちんと説明責任を果たすべき

だというのはあるんですが、そこは残念ながら一

致しなかったんですよね、全てのものというとこ

ろでは。 

 なおかつ、では具体的に全部書いてしまったら、

市道の認定までそういうことをやるのかとか、簡

易なものを含めて。どこまでを範囲にするのかと

いうこともあったのかなと思います。ただ、おっ

しゃるように言い回しも誤解のないようにする必

要はあるかなと思っていて、もし、ここで合意す

るということで確認できれば、作業部会で具体的

に検討していただくということでどうかなと思う

んですが、いかがでしょうか。いいですよね。第

１班の。（「もめる内容ではないでしょう、こ

れ」と呼ぶ者あり）もめないと思うんだけど、そ

んな。 

 では、入れるとしたら、発生源や財源措置など

形成過程の説明を求めるとか、何かそういう文言

をちょこっと入れるかどうかですよね。条文に。

逐条解説でもうちょっと詳しく書いておくと。ど

こまで一致できるんですか、皆さんの方で。逐条

解説に書くに当たっても、さっき言ったような流

山市議会や栗山町議会のような７項目ぐらいを、

市はきちんと提案とともに議会に示すということ

をうたうということで一致できるかどうかなんで

す。逐条解説に載せるにしても。 

○片山議員 これまでのところでは、この７項目

というのは、改選前の議会のときには、これは一

応削除はするということになって、逐条でやると

いうことになっていたんですかね。それ、ちょっ

と、そこをどういう結論になっていたのかが、私、

はっきりしていないんですが、記録では持ち帰り

みたいなところで終わっているわけなんですけど。 

○森戸座長 すみません、これは条文は除くとい

うことは一致したけど、逐条解説で述べるかどう

かは持ち帰るということになっていたんですね。

逐条解説で、全ての議案ではなく、必要な重要な

議案の説明の際に求めることについては全ての委

員で一致したと。逐条解説で明記するのかを持ち

帰りになっていると。だから、これは議会が求め

るのか、市長が努めるのかという点でも持ち帰る

ということになっているんですが、基本的には議

会が求めるということなのかなと思うんですけど。 

 だから、必要な重要な議案の説明の際に、議会

として求めるということですよね。 

○片山議員 それ、前回の議会までの確認だった

ので、またもう一度ここで確認できればと思うん

ですが、１から７というのが、ここ、多分記録に

は載っていないので、そこはやはりちょっと確認

してから、逐条で入れるか入れないかというのは

第１班にという話にならないかなとは思っている

ので。それは文言としてちゃんと上げていった方

がいいかなという気はします。 

○森戸座長 １から７って、どこかで出していな

かったか。一番最初の方で。（「こういうときに

は出ているんだよね、こっちもこっちも出ている

し」と呼ぶ者あり）そうだよね。そうしたら、１

から７のもの、これはどうしようか、公明党も出

していますか。コピー出してもらって。（「とい

うか、みんな持っていると思うんだけど、骨子案

のこれ」と呼ぶ者あり）骨子案って、昔のは持っ

ていないんじゃないかな。 

 ちょっと休憩します。 

午後１時45分休憩 

                  

午後１時51分開議 
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○森戸座長 では、再開いたします。 

 お手元に、大分基本的なところで議論してきた

骨子をお渡ししております。共産党の提案と公明

党の提案に、その論点情報の形成などなどについ

て、政策等の決定過程の説明の７項目が載せられ

ています。これは若干公明党と共産党とでは違う

んですね。（１）は同じ。（２）は違うと。公明

党の（４）が違いますね。大体同じですよね。三

つ違いますかね。将来にわたるコスト計算、政策

等の実施に関わる財源措置、総合計画。共産党の

法令というのと、それから、２番と５番、４番。

これが違うんですね。提案に至るまでの経緯とい

うことの辺りか。（「今って何だったか」と呼ぶ

者あり）今、これは正式の委員会です。 

○宮下議員 すみません、これ、資料の下の方に

2012年６月６日と書いてある、これ、２年前の資

料なんですけれども、一応公明党がこのとき出し

ているのは、見ていただくと分かるように、伊賀

市議会の条文は参考になるというふうな意味合い

で、伊賀市議会の議会基本条例の第９条というこ

とで出していますので、小金井市は小金井市らし

さで決めればいいことだと思いますので、一応、

そういう意味で出しています。 

○森戸座長 公明党の意見のところに、議会での

質疑に先立って基本項目的な内容の説明があれば、

常識的に考えると議会において「効率的な質疑」

が期待できると。また、傍聴者としても、質疑に

先立って体系だった資料があれば、整理された情

報を入手できる点も好ましいというご意見を頂い

ていて、その点は議論になったところかなという

ふうに思っています、これは。 

 これはほとんど反対はなかったかなというふう

に思っていて、だから、この７項目をどう整理す

るかというのは、第１班に任せるか、どうですか。

第１班に任せてよろしいでしょうか。どうですか。 

○片山議員 今、意見を、もしあれば言っていた

だいて、それを踏まえながら第１班で整理すると

いうことがいいんじゃないかと思います。 

○森戸座長 別に７項目ではなくてもいいんです

よね、10項目でもいいわけで。増やしてもいいで

すし、減らしてもいいし。ただ、そこは第１班の

方々にご検討をお願いして。（「三つぐらいでい

いんじゃないの」と呼ぶ者あり）三つぐらいでい

いという意見がありますけど、いかがでしょうか。

やはり10ぐらいあったっていいよね。 

 これ、先にもらっておくと、私たちも議論しや

すいんですよね、重要計画で。いつも資料要求で

しなければいけないという。（「質問も少なくな

るだろうし」と呼ぶ者あり）そうね。論点が整理

できるよね、私たちの。質疑の水準も高まるだろ

うということですよね。 

 では、これを前提にして、持ち帰らなくてもい

いですよね、どうします、項目。いいですよね。

第１班に任せたいと。 

○小林議員 片山議員が今言われましたけど、特

にこの共産党の２番、５番、公明党の２番、４番

と、この重なっているところはいいと思うので、

それ以外のところについて意見があれば伺ってお

いた方が整理はしやすいのかなと思うんですけど。 

○森戸座長 ご意見があれば伺って。 

○五十嵐議員 提案されるものに、それぞれのも

のについて必要な情報というのが違ってくる場合

もあるかなというふうに思って、だから、例えば

７でも10でもいいんですけど、述べられたとして

も、それ必要ない部分というのもある可能性もあ

りますよね。だから、そういうものを説明しても

らうんだけれども、そういうものに類したもので、

必要に応じてという表現になるかどうかはあれな

んですけど、全部必ずそれをやらなければいけな

いということではなくて、そういう項目に照らし

たものを議案によって出すというような表現に、

逐条でしたらどうなのかと思うんですけど。 

 ７とか10とかと今言うと、何か全部それを全て

についてやらなければいけないんだというふうに
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とられてしまうと違うかなと思ったりするんです

けど。 

○森戸座長 だから、議会サイドとしては求める

ことができると。それに応えられるかどうかは市

長部局の判断になると思うので、例えば10言って

も、これとこれは無理ですって言われる場合もあ

るかなと思うので、できる限り多くしておいて、

できないものはできないっていうことになってい

くのかなというふうに、私は思っているんですけ

ど、どうでしょうか。 

 判断は市長部局ですよね。こちらから議会サイ

ドが最初から判断するのではなくて、部局に判断

してもらうという方がいいのかなと思うんですけ

ど。議会は求めることができるというふうにして

おいて。 

○片山議員 共産党のこの骨子の方の案でも「努

めなければならない」というふうになっていると

いうこともあるので、そういうふうな解釈かなと

思っているんですけど。また、重要な案件という

のも、それもまたそのときの様子によってあれが

違うかなとは思いますので、やはりそのときどき

なのかなというふうにも、私は思っているところ

です。 

○森戸座長 ケース・バイ・ケースですよね。こ

れ、求め方はどういうふうにするのかというのは

ありますよね。事前に議案が来たら、これとこれ

とこれを明らかにしてくれというのを議会サイド

から提出をして、議案の説明のときに説明をして

もらうというやり方になるんですかね。これ、流

山市議会とか何か分かりますでしょうか、やり方。

分からない。（不規則発言あり）調べる。（「お

調べしておきます」と呼ぶ者あり）ちょっとその

やり方も含めて、第１班の方で他市の状況も調べ

ていただいて、部局が調べてくださるということ

なので、それをもとにしてちょっと作っていただ

くという、ご提案いただくということでよろしい

でしょうか。どんどん前に進めていきたいと思っ

ておりますので。 

 それでは、先ほどのこの29、確定をさせていた

だき、その説明する項目などを含めて、第１班で

検討をしていただくということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ありがとうございます。では、よろ

しくお願いします。 

 次に、No.30、第10条の第５項、「議員は、議

案等の審議に当たっては、適切に論点を整理し、

質疑するものとする。議会は、市長等から質疑の

論点・趣旨を確認するため、発言を求められた場

合には、その発言を認めることができる」という

ことであります。 

 ほとんど一致はしておりますが、若干いろいろ

とご意見がありますので、ご意見を頂ければと思

います。一つは民主党から。（「正副座長案で

「ものとする」と書いています」と呼ぶ者あり）

そうか、ごめんなさい。それで、正副座長案を見

ていただきたいんですが、第５項、「認めること

ができる」というふうにしていたんですが、これ

を「認めるものとする」というふうに直させてい

ただきたいと思います。「発言を求められた場合

には、その発言を認めることができる」というふ

うにすると、では、認めることができない場合は

何なのかということになっていくんですね。やは

り市長から発言を求められた場合に、私たちも答

える義務というか、答える責任があると思うので、

「認めることができる」のではなく、「認めるも

のとする」として、お互いに論点をきちんと整理

していくことが必要なのではないかということが

ありまして、「認めるものとする」というふうに

変えたいというのが正副座長の提案であります。 

 ちょっと「認めることができる」で皆さんから

ご意見を頂いていまして、ほとんどご了承をいた

だいているんですが、今のちょっと正副座長の案

についてご意見があれば、まず伺っておきたいと

思います。（「改革連合のを反映させたことにな
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っている」と呼ぶ者あり）そうだったか、そうか、

これは改革連合の意見を取り入れさせていただい

たということになります。すみません、説明が行

ったり来たりしていて。 

 小金井をおもしろくする会からも、ちょっと再

発言を認めるものとするというふうになっている

んですが、同じように「認めるものとする」とい

うご意見を頂いていましたので、両方のご意見も

踏まえて、直させていただいたというのが正副座

長案です。よろしいですか、認めるものとするで。 

○小林議員 念のため確認なんですけど、「その

発言を認めるものとする」というのは、先ほど説

明があったように、市長等からの質問、確認に対

して再度答えることができるということになりま

すよね。ちょっと違和感があったのが、この、市

長と議会の関係というところになっているんだけ

ど、今の説明だと質疑のルールみたいな話になっ

ていて、ぱっと読んだときに、市長が再度聞くこ

とを認めることができるということだったら、議

会と市長の関係としてすんなり分かるんですけど、

ちょっと聞かれたら答える、１回の発言とカウン

トせずに答えていいよみたいな、ルール的なもの

だったので、ちょっと違和感があるんですけど。

何か説明いただければと思います。 

○森戸座長 そうですね、これって……。ちょっ

と休憩します。 

午後２時07分休憩 

                  

午後２時20分開議 

○森戸座長 再開いたします。第10条第５項は、

今休憩中に皆さんからもご意見を頂きましたので、

正副座長で持ち帰らせていただいて、改めて正副

座長案を提案させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、そのように対応をさせていた

だきます。 

 次に、No.31、第10条の第６項、「議会は、必

要に応じて、市政の重要事項について、市長等の

報告を求めることができる」、これは市長報告を

言っているわけですが、この「必要に応じて」と

いうのを正副座長案はとりたいと思っております。

これは白井議員からの提案どおりであります。 

 正副座長案の前に、皆さんからご意見を頂いて

おりまして、民主党からはちょっとご意見を頂け

ればと思うんですが。 

○鈴木議員 多分この時にも、一時議論になった

のかなと思うんですけど、では、全員協議会の在

り方についての議論は、これは別に議論をする必

要があるんじゃないかという議論があったと思う

んですね。そのことが確認できれば結構です。原

案では了承していますので。 

○森戸座長 では、これはいいということですね。

分かりました。 

 次に、みんなの党から、「本条に第７項とし

て」ということで提案いただいています。 

○百瀬議員 いわゆる文書質問制度をこの位置に

入れるというのを、ちょっと提案させていただき

たいと思います。 

○森戸座長 これは、全条文を議論した後に議論

するということでよろしいわけですよね。 

 小金井をおもしろくする会は、「必要に応じ

て」という言葉を除いてほしいということで、除

いたということであります。ですので、これは確

定をしたということで、第６項はよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、これは確定をいたしました。

いいですね、どんどん進んでいますね。 

 続きまして、今日、皆さんのお手元にNo.32が

行っていると思います。ちょっと先ほどあった全

員協議会の位置付けでありますが、ご覧いただい

て、第１項の部分は一致をしていますので、これ

は第１班に送るということであります。それから、

旧第２項は削除で一致をしていまして、それは載
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っていません。 

 第２項、「議長は、議員が全員協議会の開催を

請求した場合、速やかに対応するものとする。」

という新しい第２項についてです。これは、皆さ

んのお考えを見ますと分かれるんですね。①４分

の１の議員の請求があった場合、議長は市長へ要

求するというのが、共産党と公明党と生活者ネッ

トということで、これが10人の会派になります。

それから、②でと言っていらっしゃるのは自民党

で５人です。それから、③というのは自民党とみ

んなの党、改革連合、小金井をおもしろくする会

で、これも10ですね。（「座長、現状のお話をち

ょっとさせていただきたいんですが」と呼ぶ者あ

り）そうですか。ちょっと説明してからね。 

 それで、④ということで答えを頂いているのが、

共産党の４、それから生活者ネットの４、それか

ら市民自治で、これが７です。⑤議長自身が必要

と判断した場合ということで、全員協議会を開催

するというふうに答えていらっしゃるのが、民主

党の２、生活者ネットの２で４ということになり

ます。だから、①と③が10ということで多いとい

うことなんですが、④ということもあるというこ

とであります。 

 現状について、では、次長から説明をお願いし

たいと思います。 

○飯田議会事務局次長 それでは、こちらのハン

ドブックの81ページをご覧いただきたいと思うん

ですが、10番の全員協議会でございます。こちら

には、開催の判断及び部局への出席については議

長に一任することとするということになっており

まして、現状では議長に一任という形になってお

ります。それを踏まえて、もし変えるということ

であれば、この議会基本条例の会議でお決めにな

るのか、はたまた議会改革という形になるのかと

いうことでございますので、こちらの方、ちょっ

とご議論いただければと思います。 

○森戸座長 議長一任するというふうになってい

るということなんですが、議会改革でいくにして

も、ある程度ここで議論しておかないといけない

のかなというのもありますので、若干議論はして

おいた方がいいかなと思います。 

○小林議員 ちょっと会派の意見の補足なんです

けれども。共産党は①プラス④というような考え

ですけれども、私たちはあえて言えば①プラス②

というような、代表者会議を開いて、その中で議

長が決定をしていくという方向は方向なんですが、

議長にその場の雰囲気で決定していただくという

ことになると、ときの議長にご負担もかかってし

まうだろうということで、一定の人数目安を作っ

た方がいいという意味で①ということで書かせて

いただいておりますので、代表者会議は開くとい

うのが私たちの考えであります。 

○森戸座長 ②も含むということですよね。想定

していると。 

 そうすると、それですみません、一言。こがね

い市民会議は、またこの五つとは違うご意見なの

で、よろしく。ちょっと言っていただければと思

います。 

○斎藤議員 必要要件が議員定数の何分の１とい

うのは、そのほか要綱もしくは規則という形で、

要綱、規則というものが議会基本条例の中で定め

るとすれば、その要件はそちらに任すということ

も一つの手ではないかなと。要するに、この部分

の要件は変更しやすいようにというふうに、私は

考えています。というのは、議案提案権が今は12

分の１という形で、２人でできるということに対

して、全員協議会を開催請求するのが、それより

ハードルが高いというのがいかがかなと思いつつ、

提案権と全議員を拘束するようなこととどちらが

重いというか、必要要件のハードルが高い方がい

いのか、ちょっとやってみないと分からないとい

うところもあるものですから、そういう形で考え

ています。 

○森戸座長 ということで、６種類の意見という
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ことになります。 

○五十嵐議員 改革連合というか、私としては、

現状から想定してというか想像して、多分今の小

金井市議会だったら、代表者会議を開催して決定

していくかなという想像のもとに、③をしたんで

すが、逆に現状が議長に一任するという状況にな

っているということであれば、議長が全員協議会

を開くかあるいは幹事長に告げるだけにするかと

いうことを、そのケース・バイ・ケースで判断す

るというようなふうにしてもいいのかなという思

いもありますので、③にしてありますけれども、

⑤の議長に判断を任せるというのも選択肢に加え

てもいいかなというふうに、今思っております。 

○森戸座長 ということは、民主党と同じという

ことですね。 

○鈴木議員 今、改革連合から意見が出たところ

で、私の方からも補足という形で発言をさせてい

ただこうと思っています。これ、よく見ると、や

はり私、市議会、民主党としては⑤なんですが、

②、③というのもありだよという、含めるという

形で考えています。結局、その大もとをたどって

いくと、やはり議長のご判断というのがあると思

うので、そこも含めて一任したいという思いで⑤

にしていますということです。 

○森戸座長 ②も含まれるよと。（「それは③

も」と呼ぶ者あり）②、③。 

 これはなかなか難しいですね、六つに分かれて

いて。ただ、②、③で、議長が会派代表者会議を

開催するという点では一致されている方が多いの

かなと。確認をするのか、全員協議会の開催を諮

るのか、ここの違いなんですよね。自民党が②、

③と書いていらっしゃるんですが、何かご意見が

あれば。 

○中山議員 そうですね、これはもう全会一致が

原則だというふうに考えております。それで、会

派代表者会議を開催するか、確認にとどめるか

等々については、これはプロセスの手続の話です

ので、これはどちらでもいいかなということで②

か③というふうにしたんですが。現状が全会派一

致という原則がありますので、その原則にのっと

ってやるのであれば、こうなのかなというふうに

考えております。 

○斎藤議員 逆に、ちょっと質問です。その場合、

自民党の案でいくと、例えば全員協議会を開催、

これは市長から提案することもあるんですけれど

も、１会派でもそれに反対すると全員協議会は開

けないということになってしまうということでよ

ろしいんでしょうか。 

○中山議員 言い方を変えれば、必要なものに反

対する会派はないんじゃないかというふうには思

います。 

○森戸座長 ということだから、１人でも１会派

でも反対すれば、これはできないということなん

ですよね、中山議員。 

○中山議員 議会運営という意味では、全会派一

致の原則なので、原則にのっとってやろうではな

いかという考え方です。 

○片山議員 確認なんですが、ただ、これ、２番

の条文としては、「議員が全員協議会の開催を請

求」と書いてあるんですよね。「議会が」ではな

いかなとは思っていたんですが。それで、この、

何か人数のあれがあるのかなと思ってはいたんで

すけれども。「議会が」ということなんですか。 

○森戸座長 第２項。議員が全員協議会の開催を

請求するということなんですよね。ただ、その場

合に、では、どの程度の開催請求人数だったらい

いのかということがあって、４分の１なのか、斎

藤議員がおっしゃるような６分の１なのか、それ

とも改革連合の過半数なのか。そこが、その人数

によって、議長が対応するかどうかが、まずはあ

ると思うんです。何人が開催請求すれば議長は動

かなければいけないかという、そこの条件がまず

一つはあるのと、議長が動く場合には、会派代表

者会議に全員協議会の開催を諮るのか、それとも
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一定の人数が集まったということで議長は図るの

ではなくて全員協議会を市長に要請しますよとい

うことを確認するのか。それが③だと思うんです。

だから、それか、議長は会派代表者会議を開かず

に全員協議会開催の要求を市長にやるよというこ

とを全会派の幹事長に告げるのみとするというこ

とですよね。 

 ⑤は、議長自身が必要とした場合には、全員協

議会を開催するんだと。ちょっと手続上の幾らか

というものと、その後の議長の対応というのが一

緒になっているから分かりづらいのかもしれませ

んね。 

○板倉議員 確認していいですか。このNo.32に

行く前までのNo.26からNo.31は、条文の一致点を

確認していましたよね。ところが、No.32、全員

協議会については、この第11条の第１項、第２項、

第３項のこの条文についてはもう一致しているの

か、それとも第２項については自民党の全会派一

致ということを入れないと一致しないのかどうか、

まず条文として。条文そのものはもう一致してい

るという理解でよろしいんでしょうか。あとは要

綱や規則に委ねる内容を議論することになるんで

しょうか。そこをちょっと確認したいんですが。 

○森戸座長 これ、中身によって条文を決めると

いうことですので、同じ、これで決まっていると

いうものではないです、第２項が。それで、そこ

を申合せか何かでやるのか、要綱でやるのかとい

うことには、また別問題ではあるんですが。その

要綱にどういうことをうたうのかということによ

って、ちょっとこの文言の入れ方は変わってくる

んじゃないかと。 

○片山議員 これは議長の議会運営委員会のやり

方のやりやすさにも関わってくるものかなと思っ

ているので、現議長であるとか、また議長経験者

であるとか、そういった方々のちょっとご意見と

かをお聞きしながら、ここについてはもう少し精

査した方がいいような気はしているんですけれど

も、どうでしょうか。 

○森戸座長 そうなんですよね。ただ、六つ分か

れている中で、議長がこれだと言って、では、議

長の意見で行くのか。その辺りも含めてあると思

うので、もうちょっとここで詰めた形にした上で

議長のご意見を伺うという方がいいのかなと思う

んですけど。 

○水上議員 いいですか。それで、幾つか論点が

あると思うんですが、私たちは①、④としたのは、

①のところを読むと、一定数の議員からの請求が

あった場合に、議長は市長へ要求すると。つまり、

全員協議会を開催してほしいということを要求す

るということになっていますよね。だから、この

辺の中身がどうなのかというところを、もう４分

の１から請求があった場合、私たちはもう全員協

議会を開催するということで市長に、要するにお

願いするという行動を議長がとるんだということ

になれば、改めてそれを、是非を議論するという

形にはならないと思うので、ある程度そういうこ

とを、手続をしていますよということを伝えると

いうことでいいのではないかということで④にし

ているんです。 

 ただ、議長が全員協議会をやるという判断をし

て、市長に行く前に議会にもう１回相談するとい

う形になるのかどうかという、一つは議長の行動

についてどうなのかというところがはっきりする

必要があると思うんです。ただ、会派代表者会議

などを開いて、そこで議論をして決めていくとい

うことになると、今までと基本的には変わらない

ですよね。僕は要するに第２項が設けられたとい

うのは、今まで都市計画決定に関するものは全員

協議会で説明するみたいな流れがあって、それ以

外の緊急的なものについて求められたときの対応

ができるようなシステムみたいなものを作ってお

く必要があるんじゃないかなというところが、一

つあるのではないかというふうに思っているので。 

 議長としても、私はある程度手続的なものがき
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ちんとしておいた方が、何か個人の判断に任され

る部分があると、議長の責任が問われたりとかと

いうことになると、逆に僕はよくないと思うので、

ある程度の手続論的なもので明確にしておいた方

が、議長が判断して市長に言うのか、会派代表者

会議に諮るのか、どっちにしようかというふうに

本人が悩むというのも大変だなと思うので、そこ

は手続としてはっきりさせる必要があるのではな

いかなというふうに判断しているところで、まず

要求があった場合、議長がどういう行動をするの

かということと、改めて私は会派代表者会議など

で、全員協議会を開くかどうかということを決め

るのではなくて、少なくとも開きますよというこ

とになるんじゃないかなというふうに思うんです

けど。 

○森戸座長 水上議員がおっしゃることはよく分

かるんですね。ただ、自民党は、これは全会一致

でないと議長は取りまとめられないということで

すよね。そういう意味では、かなり距離があるん

ですよ。それをどう埋めるかなということでいう

と、例えば４分の１なり６分の１なり過半数なり

の開催請求があったら、そこで議長はもうやるよ

と言うのではなくて、一旦会派代表者会議を開い

て、やるよということを確認するのか、それとも

もう諮る、全員協議会を開くことで皆さんいかが

ですかと諮って、全会一致でなければ議長は動け

ないとか、そういうふうにしていった方がいいの

かという、ちょっとそこが議論になるところなの

かなということかなと思っているんですよね。 

 共産党の意見は４分の１でも議長は市長へ要求

するということなんですけど、ちょっとそこにか

なり距離があって。（不規則発言あり）そうよね。

（不規則発言あり）そうですよね。だから、自民

党が議会運営委員会の全会一致の原則で条件とし

て議長が取りまとめるんだとおっしゃっているの

は、これは最初から開催請求についても全会一致

ということなのか、ここで言っている４分の１と

か６分の１とか過半数の開催があれば、例えば会

派代表者会議を開いて、そこで全会派の意見を聞

いて、一致を求めてやることでもいいのかどうか。

ちょっとその辺りはどうでしょうか。 

○中山議員 それは後者でもいいかとは思います

よ。だって、要は最終的に会派で調整して、開催

しましょうということになるわけ、それは今もそ

うですよね。ですから、今もそうというか、議長

が取りまとめていると思うんですけれども。です

から、議会運営委員会の中で効率的にやっていく

のであれば、当然それはやはり話し合いをすれば

お互いに必要だというふうに認める場合には理解

ができると思うんですよ。ですから、私は何らそ

こに運用の壁はあると思っていなくて、その反対

するための全会一致でなくて、必要なものは皆さ

ん全会一致になるんじゃないかというふうに考え

ていまして、そこは全員協議会の開催については、

余り支障はないんじゃないかという観点から、そ

のように考えている次第です。 

○森戸座長 だから、文言上は、議長は４分の１

の請求があった場合には市長へ要求すると。しか

し、その際に、会派代表者会議を開催して、全員

協議会の開催を諮るのか、それとも確認をするの

か。会派代表者会議を開かないで全員協議会開催

を全会派幹事長に告げるのみとするのかというこ

とですよね。 

○板倉議員 ちょっといいですか。水上議員が先

ほど説明しましたように、①を選んだ場合は、も

う議長は市長へ要求するんですから、あとは③の

全員協議会開催を行いますよという確認をとるの

か、全員協議会を開かずに連絡するかだけなんで

すよ、①を選んだ場合は。もう市長に要求してし

まうんですから。②の選択にはならないと思いま

すよ。 

○森戸座長 ②というのも考えられなくはないん

ですよね。議長は市長へ要求することができて、

要求すると。しかし、その際、更に全員協議会の
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開催を１回諮るという丁寧な諮り方は考えられる

のではないかと。 

○小林議員 そうですね、今、座長もおっしゃっ

ていただきましたけど、うちは①、あえてプラス

②と言いましたけど、やはりその４分の１ほどの

声が出たときに、代表者会議を開いて、全体で話

されたときに本当に全員協議会という形がいいの

かどうかとか、そこももう一度そこで話もできる

でしょうし、４分の１で要求しているのか、これ

は全会一致になって要求するのか。そこも違って

くるでしょうし、資料の準備とか、議会としての

論点整理というのも諮れるでしょうから、やはり

そういう意味での要求するために会派として諮っ

ていくという場にするというのは、一つは意味合

いがあるかと考えています。 

○森戸座長 だから、もう１回、ちょっと整理し

ますかね、ここは。 

 ちょっと休憩しましょうか。休憩します。 

午後２時50分休憩 

                  

午後３時47分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今、休憩中にいろいろな議論がありました。そ

れを含めて持ち帰りたいという会派もありました

ので、もう一度整理をして持ち帰っていただくと

いうことになります。一つは、開催請求要件につ

いて設置するかどうかですね。それから、二つ目

には、開催請求要件を設置した場合に、議長がど

ういう対応をするのか。会派代表者会議を開催し、

開催を諮るというふうにするのか。議長が判断し

て全員協議会開催を確認するのか。それとも会派

代表者会議などを開かず、全会派幹事長に告げる

のみとするのか。それとも議長がその判断を受け

て、一任して全員協議会を開催するのかですね。

この四つの要件、②、③、④、⑤の要件になって

くるのかなと思いますので、その点、協議をお願

いしたいと思います。持ち帰っていただきたいと

思います。よろしいですか。 

 次に行きます。No.33、議会の議決事項の追加

であります。地方自治法に基づいて、この議会の

議決事項をどうするかという話なんですけれども、

Ａ案とＢ案と見ますが、まずご意見を頂いた方が

いいかなと思いますので、自民党から。 

○中山議員 すみません、お待たせしました。こ

ちらについては、自民党はＡ案ということで、小

金井市議会の現状を基本に、別に追加できるＡ案

ということで考えております。 

○森戸座長 共産党。 

○水上議員 共産党はＢ案ということで、②のみ

削除したものということなんですが、そもそもは

長期総合計画基本構想以外に都市計画マスタープ

ランとか市の全体に関わる総合計画的なものは載

せた方がいいというのが会派としての意見だった

んですが、（１）の基本構想が、今、とりあえず

一致しているわけだから、この条文を作っていく

上では一致しているものをまず載せるというのが、

そこしかないだろうというのは一つあるのと、あ

と、前回、別に条例で定めるということについて

は反対の意見もあったので、折り合いを付けると

いうことでいうと、とりあえず今決まっている基

本構想ということを入れて、その後、議会の一致

の中でもっと盛り込めるものが、議決に追加でき

るものが出てきたときに追加できると、そういう

ことを逐条解説などで、その余地があることを明

記するということでいいのではないかということ

でＢ案ということにしました。 

○森戸座長 公明党。 

○小林議員 公明党もこの項についてはシンプル

にしておくということで決まっている部分、

（１）のみをうたっておくということでさせてい

ただきます。 

○森戸座長 民主党は。 

○鈴木議員 ここに書かせていただいているとお

り、Ａ案で行きたいと考えております。必要に応
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じてという意味で、この（２）が必要ではないの

かなという考えです。 

○森戸座長 次がみんなの党。 

○百瀬議員 私どもは現状を基本としつつ、別に

追加ができるというような形でＡ案ということに

しております。 

○森戸座長 生活者ネット。 

○林議員 これから必要なものが出てくるのであ

れば、追加ができるということを前提に、ただ、

また別の条例を作るというのがどうなんだろうと

いう議論もありましたので、この基本条例に追加

をするという形をとれるＢ案にしました。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 私もその他別に条例で定めるとい

うのは、もう一つ条例を作らなければいけなくな

りますので、それよりだったら追加をしていける

ようにＢ案を賛成します。 

○森戸座長 市民自治こがねい。 

○片山議員 私はこの長期総合計画基本構想以外

にも議決を増やした方がいいという考えから、Ａ

案ということではあるんですが、ただ、Ｂである

としても、追加していこうというような考え方も

あるということなので、特にこだわるわけではあ

りません。この条例という形でどういうことがど

うなのかという意見が多ければ、これ、Ａではな

くてＢという形にしてもいいかなというふうに思

っているところです。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 私は別に条例を定める、別の条例を

作るということではなくて、この条例の中に定め

ていくということができるようにするべきだとい

うふうに思っていまして、その文言とすれば、こ

こに書いた、「その他、議会が定めたもの」とい

うことで、ここで言えば条例改正のときに（２）

にその議決すべき事項を入れて、その他、議会が

定めたものというものを繰り下げていくというよ

うな形の作りがいいのではないかなというふうに

思っています。 

 Ｂ案で、これで議決してしまうと、基本的には

条例改正と同じことで増やしていけばいいんだろ

うと思いますけれども、どうなのかな、どっちみ

ち、そっちの方がいいのかな。どっちかといえば

増やしていけるよという形を残した方がいいのか

なという気がいたします。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 私は、三角にしてＡ案としたんです

けど、よくよく考えると意味合いとしてはＢ案の

方が、多分意味合いは合っているのかなという気

はします。一応、Ｂ案の考え方において、簡単に

僕的に条文をこういうふうにしたらいいんじゃな

いかなというのは、一応提案はさせていただいて

おりますが、あんまりこれ、こだわるつもりはあ

りませんので、まず追加できるものとするという

ことを１項に掲げて、第２項では、以下のものを

議決事項として追加するということで、今、長期

総合計画基本構想だけを書いていますが、それ以

降追加していく余地を残すというか。（不規則発

言あり）そうですね。でも、別にこれにこだわる、

どっちかというと、すみません、間違いました、

Ｂ案ですね、Ｂ案の考え方です。 

○宮下議員 ちょっといいですか。公明党の案の

ところで、追加で説明ですけれども、最初のとこ

ろに第12条の第１項としてということで、こうい

うのを入れたらどうかということで一応入れてい

ます。ただ、内容にも書いてありますけれども、

地方自治法の第96条第１項のところに、議会は議

決をしなければならないという規定があるもので

すから、こんな大事な規定を議会基本条例にうた

わない手はないというふうに思っていまして、そ

れがここに入れたら形としてはすんなりくるのか

なというのがあったので、ちょっとここに入れま

した。 

 ただ、これはここにこだわりません。また、前

文の議論で精神みたいなものをもう１回ちょっと
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検討するのかなとも思っているので、議会は議決

をするところなんだという文言をどこかに入れた

らいいんじゃないかなという、そういう思いをこ

こに入れていますので、この条項のところでうん

ぬんかんぬんこだわるつもりはないです。 

○森戸座長 ありがとうございます。それで、今

の皆さんの意見表明を頂いて、Ａ案というのが人

数としては10かなと。Ｂ案が14かなという感じな

んですね。斎藤議員もどちらかというとＢ案でも

いいのかなと。何かちゃんと別に定める、もっと

増やすことができるよということがうたわれれば

いいのかなというお話があったのかなと思ってい

てということなんですよね。 

 別に条例で定めるということになると、ここに

長期総合計画基本構想とうたいながら、例えばも

う一つ都市計画マスタープランの議決に関する条

例というのを作るわけですよね。そうなると、こ

っちに議決の中身があって、また別のところにそ

ういう条例を作っていくということになっていく

という形なんですよ。そうすると分かりづらいん

じゃないかなということからすると、ここに

（１）は長期総合計画基本構想、（２）は一致す

れば都市計画マスタープランという言葉を入れれ

ば、それはもう議決事項なんだよということにな

って、議決をされていくというやり方のようなん

ですね。議会事務局次長、そういうことでいいで

しょうか。 

○飯田議会事務局次長 そうです、そのとおりで

す。 

○森戸座長 なので、どっちがシンプルかなとい

うことだと思うんですが。皆さんおっしゃってい

るように、逐条解説で追加をすることができると

いうことがうたってあれば、全体的には何か保障

がされていくのかなというふうにも思うんですが、

その辺りどうでしょう、Ａ案とおっしゃっている

方も、追加した方がいいという点では一致してい

るんじゃないかと思っていて。 

○中山議員 自民党は特に会派の中ではこだわっ

ていなかったので、皆さんに合わせますよ。 

○百瀬議員 私どもも扱いが容易な方がいいと思

いますので、そのようにしたいと思います。 

○森戸座長 市民自治こがねいと民主党、いいで

すかね。 

○鈴木議員 ただ、ここに最初から都市計画マス

タープランを入れておけばという座長のご提案だ

ったんですが、そこについて、ちょっと考えが違

うんですね。別に条例で定めるということの手続

上の大変さ、追加するということについては同じ

考えなんです。なんですけど、いろいろなことを

考えたときに、別に条例で定めるとしたときに、

どちらのやり方がシンプルというか、手続上簡単

にいくのかということについて、ちょっと確認さ

せてもらいたいなと思っているんですけど、どう

なんでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 議会基本条例であっても、

そしてそのほかの先ほど議決の指定に関する条例

についても、同じ条例ですので、条例制定、改正

については手続的には同じですので、そういう意

味では先ほど座長がおっしゃられたように、一つ

の条例の中で分かる方がシンプルで良いのかなと

も考えます。手続上の煩雑さという点では同じで

ございます。 

○鈴木議員 正直、都市計画マスタープランをこ

こに入れるかどうかということには、まだここの

段階では考えが至っていなかったので。 

○森戸座長 すみません、都市計画マスタープラ

ンは入っていないんです。例えばの話。 

○鈴木議員 例えばの話、分かりました。であれ

ば了解です。分かりました。 

○森戸座長 それはなかなか一致しないでしょう。

（「一致しているのは、もうこれだけだよね」と

呼ぶ者あり）そう、今一致しているのはここだけ

ね。よろしいですか。 

 それでは、これは……。 
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○斎藤議員 私もＢで結構です。今、気がついた

んですが、この第12条の第１項の最後の、「次の

とおり追加できるものとする」というのは、これ

だけの単独のことになると、ちょっとおかしな形

になって、次の各号とするということで第１号、

第２号、第３号と続いていく形になるんだと思い

ますので、この最後の条文の表現が変わってくる

んじゃないかなというふうに思います。 

○森戸座長 そうですね、白井議員からは第２項

として設けていらっしゃるわけですけど、この辺

りはどうでしょう。 

○飯田議会事務局次長 追加できるものとするの

文言でございますけれども、第96条の第１項の方

でもともと議決事項というのが定められておりま

して、第２項の方で別にその条例で定めれば、議

決すべきものということで定めることができると

いうことになっておりますので、第96条第２条に

よってこれらのものが追加できるものとするとい

うことで、もともと第１項の方で議決事項という

のが決められているという点では、この「追加で

きるものとする」という方が適切なのかなという

ふうに考えます。 

○斎藤議員 であれば、「追加するものとする」

であって、「追加できる」ではないですよね。 

○森戸座長 それはそうだね。「追加するものと

する」と。そこはどうですか。いいですよね。 

 白井議員からは、第２項って起こしていらっし

ゃるんですが、起こさなくても第１項でやっても

いいかなと思うんですが、いいですか。 

 では、「次のとおり追加するものとする」とし

てＢ案で行くということでよろしいでしょうか。

では、これは確定しましたので、第１班の方々、

よろしくお願いいたします。 

 次に、第５章、自己研さん・調査・研修・政策

立案、討議の保障です。それで、ちょっと事務局

に会津若松市議会の具体例を印刷していただいて

いますので、配っていただければと思います。で

は、内田議事係長、これ、説明してもらって。内

田議事係長いないのか、では、議会事務局次長。 

○飯田議会事務局次長 では、会津若松市の、ち

ょっと事例をご紹介させていただきます。一番最

後のページ１枚と、あと前段のページのはちょっ

と分かれていまして、一番最後のページの平成26

年５月14日の事例ですが、これは今現在やってい

る事例でございます。ですから、こちらの議案の

質疑が終わった後、次第上、もう議員間討議に入

りますという形で、次第を読んで、それで議員間

討議に入っていくという形で、必ず議案の質疑の

後、もう議員間討議というのを入れているという

状況でございます。それで、前段の平成23年４月

28日の臨時会の方ですが、こちらは動議を出して

議員間討議をやっていくということで、今現在は

先ほど申し上げた、最後のページのようなやり方

をしているということで、会津若松市の事例をご

紹介させていただきます。 

○内田議事係長 追加で。すみません、ちょっと

私の方から補足でご説明させていただきたいんで

すが、会津若松市の方にちょっとお電話させてい

ただいて、話をお伺いしたところ、会津若松市の

議会基本条例の中、第３条の方、議員は次に掲げ

る原則に基づき活動しなければならないというの

がありまして、議会が言論の場であること及び合

理性の機関であることを認識し、議員間の自由な

討議を重んじること。また、会議規則の方で、議

長は委員長報告等に対する質疑の終結後、または

委員会の付託を省略したときは、質疑の終結後、

議員間討議に付するという形で、会議規則なので、

本会議の規則ということになるんですけれども、

そういう形を受けまして、これ、実施場所を本会

議の方で議員間討議というのはやっていまして、

また、委員会の方でも会津若松市に関してはやっ

ているような状況になっています。 

 そういうことですので、行うタイミングに関し

ては質疑の終了後に行う形で議員間討議という形
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でやっていまして、ちょっと読んでいただければ

分かるんですが、やっている、私の印象としては、

どちらかというと質疑が終わった後に本来、うち

の会議規則の第53条を見ますと、質疑において自

分の意見は言ってはいけないということになって

いるんですが、その部分で自分の意見を言えない

というと、そのまま今度はもう討論・採決ってす

ぐに入ってしまいますので、そこでしか意見が言

えないということになるんですけれども、その討

論に入る前段で、ちょっと討論の前に論点整理し

ようということで、これを、議員間討議をちょっ

と１段落前に置いて、そこで論点の整理を議員の

皆さんの間でしていただいて、読んでいただけれ

ば、ちょっと印象なので、具体的にもっと事例を

見れば違うのかもしれないんですけれども、これ

を読む限りでは、お互いに批判し合ったり質疑し

合ったりというよりは、その論点に関しては、私

はこう思いますよみたいな、そういうのが、ちょ

っとこの中の議論になっていまして、議員間討議、

幾つかやり方はあるかもしれないんですが、ちょ

っと会津若松市に関しては、そんなイメージで、

私、申し上げた部分もありますけれども、そうい

うやり方をしておりますので、参考にしていただ

ければと思います。 

○宮下議員 ちょっと質問。ちょっと議論に入る

前に確認なんですけれども、この資料の１ページ

目の真ん中辺りに、「起立多数であります。よっ

て、議員間討議を行うことの動議は可決されまし

た。市長を始めとした当局説明員の皆様には、議

員間討議の間、一時議場より退席をお願いいたし

ます」と書いてありますけれども、これは今、現

状でも同じように行政側は退席しているというこ

となんですか。 

○内田議事係長 始めた当初はこういった形で、

退席という形をとっているんですけれども、今現

在においては、この一番最後のページを見ていた

だければ分かりますように、次第上、具体的には

議案第98号から第101号って、これ、後の方にで

てきますけど、議員派遣の議案になっているんで

すけれども、全ての案件がこの議員間討議の対象

になっているので、ですので、逐一退場という形

は、今現在はとらずに、その場にいていただくよ

うな形をとっているそうです。 

○板倉議員 事務局に伺いたいんですけど、この

平成23年４月28日の臨時会も、現在の平成25年９

月定例会のやつについても、討論採決前の、いわ

ば各会派の意見表明みたいな形に見えるんですが、

そういう理解でよろしいでしょうか。 

○森戸座長 そうもなっていないんですよね。議

員間討議になっている、誰々さんがこう言ったけ

れども、こういうことではないかというのが、こ

の平成23年４月28日、これはそうでしたか。この

長い文章。 

○内田議事係長 ちょっと私の印象という形にな

ってしまうんですけど、先ほど言ったように、あ

くまで意見というのは会議規則上、討論まで言え

ないという部分、厳密に解釈すると。小金井市の

場合は質疑の３問目でよく皆さん言われてしまっ

ている部分があるんですけれども。厳密に言うと

第53条で意見は言えないんですよ。そうすると、

討論まで、要するに採決直前までは、討論が終わ

ると、もうそのまま採決に入ってしまいますので、

討論まで自己の態度確認ってできませんので、討

論の場では、必ずもう賛成、反対どちらかに態度

を決めておかないといけないというところがあり

ますので、そこに行くまでに議員さんの間でちょ

っと論点を整理して、それはこうではないか、あ

あではないかという自分の意見を表明すると。そ

れで討論の賛成、反対というところに入っていく

という部分。 

 討論をやったから、では、その後の採決、態度

を変えてはいけないということでもないのではあ

りますけれども、討論の前段としてこれをやって

いるという部分がありますので、だから、自己の
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意見、本来であれば討論まで言えないんですけれ

ども、ここで、そのまた前ステップでちょっと論

点を確認し合っているという、そういう部分だと

思います。 

○森戸座長 ここを読むと、松崎さんという議員

が……（「何ページですか」と呼ぶ者あり）この

２ページです。「皆様のテーブルの上に今回の商

業地域活性化事業についての論点について提出し

ております」ということで、先ほど質疑をした内

容うんぬんとあって、大きな論点は二つあるとい

うことで、二つの論点を述べているんですね。そ

れを述べて、目黒さんという議員が、私はこうこ

うこの論点を申し上げますということを言いなが

ら、松崎議員がおっしゃるとおりだとか、清川議

員並びに渡部議員から言われましたこのメリット

は当然あると思うということで、お互いが論点に

基づいて議論をしていると。 

 当初はあれだったんですよね、これ、調べてい

ただいたところによると、議員間討議の通告書を

出したんですよね、最初は。その辺り、違いまし

たか。お互いが論点について意見を述べていると

いう形で、一応討議にはなっているんですが、現

状は、だから、そういう通告ではなくて、議員間

討議に入りますと宣言をして、手を挙げるんでし

ょうね、きっと。「なし」と呼ぶ者があって、満

場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切り、

討論に入りますというのが、一番最後のページに

あるんですが、平成25年９月定例会、総括質疑。

議案第98号ないし同第101号を一括議題とすると

いうことで、「議員間討議に入ります」と言って、

「なし」と言って議員間討議を打ち切りとあるか

ら、もうその場で手を挙げて議員間の議論をする

んでしょうね。しているというのが。 

○板倉議員 それで、平成23年４月28日は、これ

は臨時会なので、委員会付託できないので、本会

議で議員間討議という形で、これ、応酬している

わけですよね。何回も同じ議員の名前が出てきま

すから。平成25年９月の定例会は、これは総括質

疑というところになっていて、本会議でやってい

ますよね。しかし、議員間討議はなかったと。会

津若松市の場合には、委員会での議員間討議とい

うのは行われていないんでしょうか。 

○森戸座長 さっきやっているということで説明

しました。 

○板倉議員 そうですか、すみません。 

○五十嵐議員 貴重な資料をありがとうございま

す。大変興味深く見せていただきました。それで、

興味深いんですけれども、このNo.34の第13条で

言われている議員間討議というものを検討してい

くためには、ここまで考えなければいけないのか

と、ちょっと今思っていまして。そうすると、私

が意見を出しました現状程度であれば問題ないと

思うというのは、ちょっと前提が違ってくるかな

と思っていまして。 

 こういう形できっちりと委員会にしろ本会議に

しろ、議員間討議を行いますというふうにして明

確にやっていくということになると、議会運営委

員会で議論しなければいけないのではないだろう

かと、今思ったんですけれども。いかがでしょう。 

○森戸座長 ここまでやれないから、せめて委員

会の協議会の中で議員間討議と位置付けてやって

はどうかということだったかなと思うんですが、

ちょっとその前に……（不規則発言あり）そうで

すよね。各市がどうなっているか、もうちょっと

事務局から説明をさせていただきますので。 

○内田議事係長 では、更にちょっと補足で、あ

くまで参考ということで、今、会津若松市の方を

ご説明させていただいたんですが、あと多摩市の

方が、議会基本条例の第13条の方で討議の原則と

いうのがありまして、議会は議事機関としてその

意思決定に当たっては議員間の公平で自由な議論

を尽くすものとします。第２項で、議会は原則と

して委員会活動を中心に議員間討議を行うものと

しますということで、多摩市に関しては実施場所、
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会津若松市と違って委員会のみとなっています。 

 案件に関しても、会津若松市が全ての案件だっ

たのに対して、陳情書の一部、だから、国に意見

書提出を求めるものなど、こういったものは議員

間討議でやられているらしいんです。だから、う

ちでいうとイメージとして、今、陳情の部分で、

協議会の場に入って採決前に態度をどうしますか

みたいな感じでやられていると思うんですが、そ

ういったところかなと思うんですけど。 

 行うタイミングに関しても、これは質疑の終了

後、これは会津若松市と同じです。あと、部局に

関しても、これは会津若松市と同じように、議員

間討議の間は出席されているということです。 

 それとあと犬山市が、これはまた別のやり方を

やっていまして、犬山市に関しては実施場所が全

員協議会でやっています。全員協議会でやれば、

会議規則の適用という意味ではありませんので、

ある意味本当に協議の場なので、何でもできてし

まう部分はあるんですが、その部分を利用されて

いるということだと思うんですけれども。これは

案件は、議員から申出があったものに関しては、

もうやっているみたいなんですよね。だから、会

津若松市は全部の案件、多摩市に関しては陳情書

の一部、国などに意見書を提出するもののみとい

うことです。犬山市は、議員から申出があればや

っていますよということでした。 

 行うタイミングなんですけれども、ほかの２市

が質疑の終了後に行っているのに対して、協議事

項という形で議員間討議をここはやっていらっし

ゃるらしいので、うちの協議事項、要するにマイ

ク切ってやっているとか、そういうのとほとんど

変わらないのかなと、ちょっとイメージとしては

そんなのを思いました。 

 出席の部局は、犬山市は全員協議会の場なので、

総務部長とあと調整監など、その場に必要な方々

のみで、部局全員の出席とか、そういうことでは

ないらしいです。一応、以上なんですが、小平市、

近々で議会基本条例自体がちょっとでき上がった

ばかりなので聞いたんですけれども、今後様子を

見ながらやっていくかもしれない、そんな回答は

頂いています。まだ検討中ということでした。 

○森戸座長 正式な場所で議員間討議を行うとし

たら、今行っているように意見を述べて質疑をす

るということをかなり厳密に分けていかないと、

時間は幾らあっても足りないという形になります

よね。質疑は質疑。お互いに意見を述べて合って

議員間で討議すると。 

○斎藤議員 委員会でやるときに、小金井市でや

れば一定の質疑が終わったときに、一応、報告に

載せる意見・要望があって、質疑を終了して討論

ですよね。例えば、それを質疑終了した後に、小

金井市でいえば意見・要望をやって、そのときに

議員としてそれぞれ言った意見に対してある程度

介していくというか、討議ができるというイメー

ジかなという気がしたんですけど。 

 例えば、会津若松市は、小金井市のような委員

長報告に載せる意見・要望ということがあるんで

しょうか。たぶんないのかなと思っていますが。

ちょっとそれだけお教えください。 

○内田議事係長 ないです。だから、うちとは根

本的にそういうところがやり方違うので、一概に

同列で論じるのはどうかなというところはありま

す。 

○森戸座長 一つの例としてこういうふうにやっ

ているところがあるということですね。だから、

おっしゃるように、委員会で前文は抜きにして、

これはどうだどうだと聞いて終わったら、意見・

要望のところで討議をして自分の意見を述べて、

最終、どう判断するかというところなのかなと。

やり方としては斎藤議員がおっしゃるようになっ

ていくと思うんですよね。 

 本当は今でも意見は述べないで質疑を先にやっ

て、後で意見を述べるという、本来はそういうや

り方なんだろうけど、ちょっとずっと私は先輩議
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員からそういうのは受け継いできていないので。

（「変えるのは難しいよね」と呼ぶ者あり）変え

るのは難しいですよね。 

○五十嵐議員 ちょっといいですか。こういうい

ろいろなほかの市の動きを見ていると、この条文

の中に、各委員会を中心に議員間討議を行うこと

ができるものとするというふうな表現をうたって

しまうと、例えば現状、協議会ではそのようなこ

とをしていますねというような、そういう説明で

はだめになってくるのではないかという感じがち

ょっとしまして。ここにこれだけ明確に載せると

いうことは、やはりきちんとしなければいけない

のではないだろうかと、今、考えたんですが。正

副座長はどのように考えますか。 

○森戸座長 正副座長案が、確かここにあったと

思うんですが。第13条をちょっと見ていただけれ

ばと思うんですが、これは、一つは第13条につい

て「意思決定に当たっては議員間の公平で自由な

質疑の場を保障」すると。「議論に努めなければ

ならない」というよりも、「質疑の場を保障しな

ければならない」ということでまとめたらどうか

ということ。 

 それから、第２項は、議員間討議を行うという

ことが何のために行うのかがきちんと明確化され

る必要があるということで、「論点の整理または

合意形成を図るために、各委員会を中心に議員間

討議を行うことができる」というふうにしたとい

うことですね。合意形成を図るといったって、そ

れぞれ意見が違うではないかということは、ある

ことはあるんだけれども、例えば委員会の中で陳

情を採択しようではないかといったときに、やは

りお互いが意見を出し合って一致できるところで

の採択方法を探っていくということは、常に私た

ちは行っていることなのかなということもあって、

少なくともそういう意味も含めて、議員間討議を

行うと。 

 ただし、行う方法は、現状行っている委員会協

議会ということなんですが、委員会を中心に行っ

てみてもいいではないかということですね。協議

会で行っているところをという意味ですよね。思

い切ってやってみたらどうかということなんです。

それは論点の整理ということを含めてですね。だ

から、委員長の責任も重くなってくるところはあ

るんですけど。 

○中山議員 自民党の会派意見でも明記させてい

ただいていますけれども、論点の整理ですね、問

題点を明確にして、解決方法を抽出するためのデ

ィスカッションができれば、うちの会派としても

こだわりはないんですね。ですから、そのやり方

できちんとやって、お互いを批判するとか自民党

がどうのこうのとか、そういうのではなくて、論

点整理を行った後、どういうことをやればその課

題が解決していくのかという、創造的な議論をす

る場が、やはり必要ではないかというふうには考

えています。 

○森戸座長 それは委員会の場でということです

よね。 

 だから、できる限り背景説明とかしないように

しながら、委員間討議をできるような方向にシフ

トを動かしていくのかどうか。でも、一定背景説

明しないと質疑、何を考えているのかが分からな

いので。（「十分過ぎる背景説明をする人も」と

呼ぶ者あり）十分過ぎる。 

○五十嵐議員 いずれにしても議員間討議という

ものを委員会の中で、さっきおっしゃったような

シフトしていくこともちょっと頭に置きながらや

るとしたら、やはり次第の中でこれから議員間討

議を行いますという一言があった方がいいのかな

という思いがありまして。そういう意味では、確

認の意味でも、私、中身は反対するつもりはない

んですが、確認の意味でも議会運営委員会の中で

一度そういう整理をした方がいいのではないかと

いう気がするんですけど。 

○斎藤議員 ここは第５章ということで、自己研
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さん・調査・研修・政策立案という形なので、私

はこういう書き方をしているんですが、討議の保

障ということだけであれば、この部分になるのか

なというの、ちょっとそれが気になってしまった

ということが一つと。 

 議員間討議は、これ、とことん本当に設定する

とすれば、やはり議会運営委員会の議会改革のマ

ターになってくるのかなと。ただ、議会運営委員

会の方からもある程度こちらの代表者会議の中で

決めていただきたいということであれば、項目は

ここで入れてしまって、なおかつその中身につい

ては議会運営委員会で議会改革の中でやっていた

だくというルートもあるのかなというふうに思っ

ています。 

○森戸座長 どうしましょう、これ、各会派のご

意見をまず述べていただいた方が良かったんです

かね。ちょっと、何か。では、取っかかりとして、

今、自民党のご意見は先ほど言われたので、共産

党から意見をお願いしていいですか。 

○水上議員 共産党は文言の整理みたいな形で、

一つは第１項の「議員間の公平で自由な議論」と

いうことと、第２項の「議員間討議」というのが

紛らわしいので、第１項は議員の要するに、いわ

ゆる一般的な議論ということだと思うので、議員

間討議と間違わないように、「間」というのを取

ったらどうかというのと、「努めなければならな

い」というのが、「保障しなければならない」と

いう方がふさわしいのではないかということでは

ないかなと思うので、その辺を整理したと。あと、

３番目、「討議の保障に関し、必要な事項は、別

に定める」と言うことでいうと、これは議員間討

議のことだと思うので、「議員間討議」と「議員

間」を入れた方がいいということだと思います。 

 あとは、ちょっと個人的な考えにもなるんです

けれども、議会基本条例でいうと、今やっている

ことをルール化するという問題と、更にこれから

新しい問題をどうするかという整理があって、議

員間討議のこの会津若松市の問題を見ていくと、

今すぐここまで想定したものを決めてから、この

議会基本条例を作るということにはなかなかなら

ないかなと思うので、今やっている、例えば陳情

の採決前の協議会ってあるではないですか、どう

しますかという話。その中で、例えばどういう採

決態度にするかというだけではなくて、採決する

に当たって、例えば部局にもっと市民の意見を聞

きなさいとかという意見を言ったりとかという議

論があって採決になる場合がありますよね。そう

いうものというのは、やはり議事録にきちんと残

す必要があると思うので、今やっているものにつ

いて、ある程度委員会の議員間討議みたいなこと

で位置付けて行うということ。 

 更に会津若松市みたいなこういうことになって

くると、これはちょっとやはり議会運営委員会で

考えて、これからの議会改革みたいな形の中でや

っていく必要があると思うんです。そうなったと

きに、議会基本条例の中に、そういうことも想定

した、余地として残しておくみたいなことではな

いかなというふうに思っているので、とりあえず

今やっているものについて議員間討議、委員会で

の位置付けるという形で考えたらどうかなという

ふうに考えているところです。 

○森戸座長 続いて公明党。 

○宮下議員 これは各会派意見集約用紙の、今出

ている第13条の第１項の部分が、一応公明党とし

ての前期での取りまとめの中で書いてある公明党

の案なんですね。要するに、この第１項全体で、

一番、現状行われている状況を考えると、この第

１項の規定をしておいて、あと具体的にどうこう

するという部分はまたこの議会基本条例なので基

本条例を作った後に、またいろいろな議論になっ

てくるのかなというふうに思っていて。 

 だから、そういう意味では基本条例の中では、

この第13条第１項の中で、この意見集約用紙に書

いてある、第１項の２行でおさめておくというの
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が、一番望ましいのではないかというふうなこと

で、ここは一応バツになっていますけれども、バ

ツというよりは丸か三角ぐらいなんですけど。要

するに、この第１項の部分を活かして、これで丸

くおさめるというのがいいんじゃないのというの

が、一応うちの案です。 

○森戸座長 では、民主党。 

○鈴木議員 賛否はと言われれば丸なんですね。

相変わらず、この第５章の自己研さん・調査・研

修というところで納まるところがここでいいのか

という思いは持っているということです。 

 第２項について、今、書かせていただいている

んですけど、議員間討議の場が委員会でというこ

と、ここは僕、ちょっと勘違いしていたので、そ

ういうことであれば、この「各委員会を中心に」

という言葉は残すべきではないのかなということ

で、今、考えています。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 賛否でいうと、一応丸ということな

んですが、この文言の中で「公平な議論」という

部分があるんですが、ちょっとこの辺は全員で同

じようなイメージを持たなければいけないのかな

という思いがありましたので、このように書かせ

ていただきました。 

○森戸座長 生活者ネットは、意見はなくて賛成

で。今のお話を聞いて、何かあれば。 

○林議員 具体的な事例を出していただいてあり

がとうございます。私もここまで具体的にという

ことは、第３項の「必要な事項は別に定める」と

いうことが書かれてあるので、ここで定めていく

のでしょうし、議会改革の方に委ねることになる

のかなというふうに思いますが、是非、いつかの

時期にはこういった形ができることが望ましいと

思っています。 

○森戸座長 改革連合は、先ほど言われたとおり

ですね。現状程度であれば問題はないというけれ

ども、会津若松市ぐらいだと、ちょっと難しいな

ということですよね。議会運営委員会で図るべき

だと。 

 市民自治こがねいは提案条文。 

○片山議員 具体的な進め方はいろいろと提案さ

れてきているので、議会運営委員会に諮ってもい

いですし、それはやり方はやりやすいようでいい

と思うんですが、是非ともこの議員間討議につい

ては、この委員会でのこういったほかの市議会の

様子を見ながら進めていきたいと、入れていきた

いと思っています。 

○斎藤議員 先ほど言ったとおりなんですけれど

も、それに加えて、これは活動原則とかそちらの

方に近いことなのかなと、そのままの原文だと。

ですから、私はあえて自己研さん・調査・研究、

この章に入れるとすれば、それを入れて、議員と

してしっかり勉強しなければいけないということ

を入れたつもりです。 

 それと、議員間の討議に関しては、先ほど言っ

たように、是非この形を入れてしまって、議会運

営委員会の方で議論をしていただきたいというふ

うに思います。 

○白井議員 私は、ここには書いていないですけ

れども、ちょっとこの章に入れるのが適切なのか

というのは、もう１回検討した方がいいのかなと

は思っています。あと、内容としては、バッテン

をしているんですけれども、基本的には議員間討

議をやるということ、その大枠の趣旨としては大

賛成であって、細かい文言のところで、一応思い

があったので、バツにして条文を提案させていた

だいている次第です。 

 特に私として書くべき文言としては、「議員同

士が議論を尽くして合意形成を図る」、こういっ

た文言がどうしてもやはり入れたいなと思いまし

たので、それを。入っていましたか。 

○森戸座長 正副座長案の方には入れましたね。 

○白井議員 そうですね。それが入っていればい

いなというところではあります。余り提案した文
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言にかちっと、これでないといけないというふう

にはこだわっていませんので、参考にしていただ

ければと思います。 

○森戸座長 それで、自己研さん・調査・研究に

入れるか、先ほどあった議会運営の原則に入れる

かというのは、ちょっとどちらがいいかというの

は議論する必要があるかなと。正副座長は、議会

運営の原則で入れた方がいいのかなと。委員会運

営の在り方になってくるのでという議論もしまし

た。そこは皆さんのお考えで、先ほど斎藤議員が

おっしゃったように、議員間討議をするには、そ

れ相当お互いがよく勉強して自己研さんを積まな

いと、なかなか議論はできない状況にあるから、

ここの方がいいというふうなことであれば、それ

はそうだというふうに思いますが、その辺りは白

井議員、民主党鈴木議員からは場所が違うんじゃ

ないかというご意見もあったので、議論する必要

があるかなというふうには思います。 

 それで、議会運営委員会にかけてというお話な

んですが、何会派からも出てきていますので、ど

ういたしましょうか。これはもともと不一致だっ

た部分があるので、議員間討議の在り方について

議会運営委員会で議論しますか。ただ、どうでし

ょう。全体はいいという話ですよね。やり方の問

題なんですよね。だから、やり方はそれは今後委

ねるというふうにして、条文としてこれは残すか

どうかというところは、ちょっと一致させておい

た方がいいかなと。 

 やり方の問題は、条例が制定されてからでもい

いのかなという気はするんですけど。できるとい

う規定だから。現状は委員会協議会でやっている

ので、そこは踏襲していくと。どうでしょうか。

できる規定だから、やらなければいけないという

ことではないので。（「保障しなければいけない

のは質疑の場だ」と呼ぶ者あり）そうそう。どう

ですか、五十嵐議員、これ、議会運営委員会で。 

○五十嵐議員 割と軽く議員間討議というものを

考えていたので、今、小金井市の議会でやってい

る程度のことならと思って丸をしたわけですよ。

でも何かもっと重いもののような気がしてきたも

のですから。それで頭を痛めているわけです。 

 それで、例えば公明党の意見で、要するに第１

項だけを書いておいたらどうだろうかということ

ですよね。それと、あと、斎藤議員のところも、

これは第１項だけでいいという意味ですか。

（「いや、違います」と呼ぶ者あり）第１項はこ

ういうふうにしたらという意味ですか。そうです

か。そういうことで、ちょっと議員間討議という

言葉を入れるのに、どんなものだろうと、ここで

今悩んでいるところなんですよ。 

○森戸座長 今から新しいことをやるとなると、

かなり議論していかないといけないし、永遠に決

まらない可能性があって、現状維持で行くという

ことであれば、あれも議員間討議のうちだといえ

ば、そうかなという形ですよね。 

○鈴木議員 今、座長のおっしゃるとおりで、現

状行われている運用のどこに落とし込むのかとい

う整理の話だと思うんですよね。今の現状でも、

かなり議員間討議に近い形で行われているという

ことだと、できる規定にしておいて、大体これを

このまま条文として設置していく方向で一致でき

るかどうかというところに絞っていくのがどうか

なと思っているんですけど。 

○五十嵐議員 解釈もそうなんですけど、いいん

ですけど、例えば「できるものとする」ではなく

て「努める」という言い方にして、それで、現状

を努力してステップアップしていくようにすると

いうのも方法ではないかと思うんですけど。 

○森戸座長 そういうふうに積極的な意味でです

ね。 

○五十嵐議員 要するに、委員会の中で議員間討

議を行うことができるというような、その文言が

条文に入っているというのが気になるわけですよ。

さっき言ったように、委員間討議というのもやっ
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ていないとは言えないよなみたいな感じで捉えて

いる分にはいいかなと思っていたんですけど、こ

ういうふうにいろいろなほかの市できっちり時間

を分けてまでやっているという話になってくると、

小金井市でもやっているんだと、委員会でという

話に取られるのではないかという思いもありまし

て。それで、ちょっと言葉の使い方が気になった

ということなんですね。 

○森戸座長 「議員間討議を行うよう努めるもの

とする」ということですよね。そっちの方が、ど

うですか。強くならない。現状やっているからい

いんですよね、「努めるものとする」でも。公明

党は第１項だけでいいということなんですが、そ

ういう文言をちょっと変えて、現状維持から発展

する方向でいろいろと検討するということですよ

ね。という意味で「努めるものとする」ぐらいの

文言でどうなのかと。 

○渡辺（ふ）議員 いろいろ伺っている中で、も

う少し考えたいかなと。 

○森戸座長 では、もう少し考えたいというご意

見もあるので、これは保留にさせていただきます。 

 あれですか、実際にさっき言われたところがど

ういうふうにやられているのか、もうちょっと調

べる必要がありますかね。まだやっているところ

ってあんまりないのかな。会津若松市、多摩市は

既にやっているんでしたか。 

○飯田議会事務局次長 多摩市の事例については、

先ほど内田係長からご説明させていただいたとお

りなんですけれども、議員間討議というのは、そ

れこそ解釈が市によって違っていまして、例えば

千葉県の柏市などにつきましては、議員提案、委

員会提出の議案ですとか予算の組替え動議、つま

り議員提案のものについて、議員間で質疑をして

いるのを議員間討議、自由討議というような言い

方をしてやっております。 

 ですから、今、現状、議員提案のものについて、

そういった意味ではやっていらっしゃるかなと思

いますし、その議員間討議というのをどう捉える

かというので、各市それぞれ状況によって違うの

かなというふうに思っています。 

 ですので、もしこの条文を入れるのであれば、

例えば逐条解説のところでこういうところでやっ

ている、例えば議員提出議案について議員間で討

議して合意形成に努めているとかいうような解説

を入れるとか、ちょっとそういう工夫をされると

かということもありなのかなと思います。 

○森戸座長 そういうことなんですよね。何か、

そういうふうに正副座長の打ち合わせで言われた

ような気がしたんだけど。何か頭から抜けてしま

っていた。すみません。 

 確かに意見書などでも意見をお互い述べ合った

り、条例提案でも皆さんからご意見を頂いたり、

それも議員間討議だという位置付けもできるとい

うのはできますよね。市長提案だけではなくて。 

 その辺りも含めて、ちょっと保留にさせていた

だくということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ちょっと切りがいいところで、５時

10分前になりましたので、34まで皆さんのご協力

で行きました。あと35、36を行っていきたいと思

いますので、よろしくお願いをいたしますという

ことで、本日はこの辺で終了したいと思いますが、

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それでは、本日の議会基本条例策定

代表者会議を終了いたします。お疲れさまでした。 

午後４時49分閉会 




